
第１２号議案 

ふじみ野市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例 

ふじみ野市予防接種健康被害調査委員会条例（平成２５年ふじみ野市条例第２

４号）の一部を次のように改正する。 

第４条を次のように改める。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この条例の施行の際現に委嘱されている委員の任期は、改正後の第４条第１

項の規定にかかわらず、令和８年３月３１日までとする。 

令和７年２月２１日提出 

 

ふじみ野市長 高 畑   博 

 

提案理由 

委員の任期を変更するため、ふじみ野市予防接種健康被害調査委員会条例の

一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項第１号の規定により、この案を提出するものである。 


